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みんなの力で大江戸線を清瀬市へ

毎奇数月15日発行の『more！KIYOSE』 全戸配布中！
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清瀬のイマを深掘り‼

2月25日㈬までに
市内転居の届け出をした方

2月２６日㈭以降に
市内転居の届け出をした方
※清瀬市の選挙人名簿に登録されている方に限ります。

市内　　住所地の投票
所で投票

新

市内　　住所地の投票
所で投票
前

最近、市内で住所を変えた・変える予定の方は

清 瀬 市 長 選 挙清 瀬 市 長 選 挙
　3月29日㈰は清瀬市長選挙の投票日です。告示日は3月22日㈰です。
この選挙は、私たちの暮らしに身近な市政を託す人を選ぶ大切な選挙
です。貴重な1票を投じましょう。投票日当日に仕事や用事などで投
票できない方は、ぜひ期日前投票をご利用ください。
 問選挙管理委員会事務局選挙係☎042-492-5111（代表）

清 瀬 市 で 投 票 で き る 方
入 場 整 理 券(封 書)を 郵 送 し ま す

　世帯全員分の入場整理券を１つの封筒に入れて選挙人名簿登録地に
郵送します。ご自分の入場整理券を確認して、投票所へお持ちくださ
い。

選 挙 公 報 を お 届 け し ま す

　候補者の経歴・政見などを掲載した選挙公報は、３月２４日㈫ごろか
ら全戸配布する予定です（同日から市ホームページでも閲覧できま
す）。

開　票
　開票は即日開票で、午後９時から市民体育館（下
宿地域市民センター内）で行います。なお、開票速
報は、市ホームページでご覧いただけます。

投
票
手
順

②投票用紙交付

投票用紙をお受
け取りくださ
い。

③投票用紙へ記入

候補者名をはっ
きりと書いてく
ださい。

①受付(名簿照合)

入場整理券をお渡し
ください。本人であ
ることを確認しま
す。

④投票

箱
票
投

投票箱に投函し
てください（投
票は終わりで
す）。

※投票所には18歳未満の方も入場(同伴)することができます。

午前午前77時～午後時～午後88時時
投 票 日投 票 日 33月月2929日日㈰㈰
投票時間投票時間

各 投 票 区 の 投 票 所

投票区 投票所建物名称(所在地)

7 竹丘地域市民センター
（竹丘一丁目11－1）

8 第六小学校
（梅園二丁目９－45）

9 野塩地域市民センター
（野塩一丁目322－２）

10 芝山小学校
（元町二丁目16－８）

11 中里地域市民センター
（中里四丁目1301）

12 第五中学校
（中清戸三丁目258－１）

投票区 投票所建物名称(所在地)

1 清明小学校
（旭が丘二丁目８－１）

2 下宿地域市民センター
（下宿二丁目524－１）

3 清瀬市役所
（中里五丁目842）

4 生涯学習センター
（元町一丁目２－11）

5 旧松山地域市民センター
（松山二丁目６－25）

6 第七小学校
（松山三丁目１－92）

　入場整理券は、受付事務をスムーズに行うためのものです。
紛失したり、届いていない場合でも選挙人名簿に登録されており、
投票資格のある方は投票できます。
　本人確認ができるものをお持ちください。

選挙に伴う公共施設の臨時休館のお知らせ
　投票所で使用することに伴い、次の公共施設を臨時休館します。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

【休館日】
３月28日㈯・29日㈰

【休館施設】
投票所になる各施設（各地域市民センター及び児童館）
※休館中は施設の予約（抽選・随時）や使用料の支払いができな
くなります。各施設へ直接お問い合わせください。

次のすべてを満たす方が清瀬市で投票できます。

①平成20年3月30日までに生まれた方

②清瀬市の選挙人名簿に登録されている方
　令和7年12月21日までに清瀬市に転入の届け出をした方で、投
票日まで引き続き清瀬市に住んでいる（住民基本台帳に記載されて
いる）方。

③投票する日まで清瀬市に居住していること
　市外に転出された方は、投票できません。

投票用紙記入補助具をご活用ください
　投票用紙を補助具に入れ、手で触ると指先で記入場
所がわかり、見えない・見えにくい方が安心して投票
用紙に候補者名等を書くことができます。各投票所に
用意がございますので、ご活用ください。

投票お手伝いカードを利用してみませんか？
　投票お手伝いカードは、投票にあたって、口頭による
申し出が困難・苦手である方が、対応してほしい内容を
カードに記入して提示いただくことで、投票所の係員が
投票に必要なことをお手伝いさせていただきます。
　一部の市内公共施設で配布または市ホームページから
印刷してご利用いただけます。 投票用紙記入補助具
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